
お泊りしてケア 

一日を通して子育てや授乳の

アドバイスをしてほしい・体が

つらいので少し休みたいとい

う方におすすめです。 

一日ケア 

上の子が保育園に行っている間

に下の子と一緒に少し休みたい・

子育てや授乳のアドバイスをして

ほしいという方におすすめです。 

おっぱいのことで相談 

授乳の仕方がわからない、お

っぱいのケアをしてほしいと

いう方におすすめです。 

 

ちょっとゆっくりしませんか？  

      大竹市産後ケア事業について （令和８年度） 

 

「産後ケア事業」では、産後のお母さんが安心して子育てできるよう、産科医療機関や助産院に滞

在し、助産師等による母乳ケアや育児相談などのサポートを受けることができます。 

 

利用できる方 

  大竹市内に住所のある産婦及び乳児期（出生後～１歳の誕生日を迎える前日まで）の赤ちゃん 

※実施医療機関により、赤ちゃんの対象時期が異なります。 

※入院などの医療行為が必要な場合、ご利用できません。 

利用方法 

 ご利用を希望される方は、事前に市への申請が必要です。審査の結果、該当と認められた場合に

ご利用できます。 

内容 

 市が委託している産科医療機関で、助産師等からサポートを受けられます。 

 （サポート内容） 

   （１）お母さんの体調管理、必要に応じた乳房ケア 

   （２）授乳・沐浴指導、育児相談 

   （３）その他必要な保健指導など 

利用日数 宿泊型及びデイサービス型：７日以内  

母乳等ケア：産後１年未満で２回まで 

産後ケアの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊型 デイサービス型 母乳等ケア 

※実施医療機関や助産院、申込については裏面をご覧ください。 

疲れたから、少し
休みたいな・・ 

ゆっくり育児を 
教えてほしいな・・ 

子どもと二人きり
で不安だな・・ 

母乳足りてる
のかな・・・・・ 



費用及び持参物 

サービス内容 
１日あたりの利用料
（自己負担額） 

持 参 物 

宿泊型 

デイサービス型 

750円 

食事代含む 

マイナ保険証・資格確認書など 

親子（母子）健康手帳、その他指定されたもの 

※紙おむつ・着替え・哺乳びん等、利用機関によって必要な場合があります。 

母乳等ケア 250円 
マイナ保険証・資格確認書など 

親子（母子）健康手帳、その他指定されたもの 

※令和９年３月３１日までは県の補助金でデイサービス型・宿泊型は通常 1,500 円/日の半額（750 円/

日）・母乳等ケアは通常500円/回の半額（250円/回）です。 

※宿泊型の利用料は１日毎に750円追加します。 

（例）１泊２日のご利用の場合：750円×２日間＝1,500円（令和９年３月３１日まで） 

※滞在時間や食事の回数は利用機関によって異なります。 

※非課税世帯・生活保護世帯・市の審査で該当した方（家族等から十分な支援が受けられず、心身の不調等

がある方、産後の支援が特に必要と認めた方等）は減免制度があります。 

※キャンセルする場合は、利用日の前々日の 17時までに医療機関へ直接ご連絡ください。 

連絡なくキャンセルされた場合は、全額実費負担（一日あたり 15,000円程度）が発生します。 

 

実施医療機関等一覧表 

実施医療機関・助産院 電話番号 デイサービス 宿泊 母乳等ケア 

ＪＡ広島総合病院 

廿日市市地御前１－３－３ 

0829-36-3111 〇 
生後２か月未満 

〇 
生後２か月未満 〇 

医療法人社団 江川レディースクリニック 

廿日市市本町５－１８ 

0829-31-0461 〇 
生後３か月未満 
（沐浴なし４か月未満） 

〇 
生後３か月未満 〇 

悦喜助産院 えっちゃん母乳相談室 

廿日市市新宮１－１３－１８ 

0829-31-5366   

 〇 

うさぎ助産院 

大竹市黒川３－８－２７ 

090-9555-7356 〇 
生後６か月未満

優先で１歳未満 

 
〇 

マミィケア ひだまり 

広島市佐伯区楽々園3－4－21－202 

080-3899-0625 

〇 
 〇 

骨盤ケアのみ 

医療法人紹応会 河田産婦人科医院 

広島市佐伯区海老園１－２－１３ 

082-921-3501 〇 
生後２か月未満 

〇 
生後２か月未満 〇 

医療法人三生会 みちがみ病院 

光市光ヶ丘２－５ 

0833-72-3332 〇 
生後４か月未満 

〇 
生後３か月未満 

 

医療法人至誠会 梅田病院 

光市虹ケ浜３丁目６－１ 

0833-71-0084 〇 
当病院で出産した方 

生後６か月未満 

〇 
当病院で出産した方 

生後６か月未満 

〇 
当病院で出産した方 

利用のご相談・お申込み 

 

 

 

 

お問い合わせ・申し込み先 大竹市 健康福祉部 こども家庭課 母子保健係（おおたけ版ネウボラ） 

☏ 0827-59-2140（直通） （令和８年４月1日作成） 

医療機関との 

調整・依頼 

審査結果の連絡 

通知書の送付 

産後ケアの 

利用 

 

窓口で 

申請書を提出 


